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作 成 年 月 日 平成 27 年 6 月 15 日 

作成部局課室名 企画県民部広報課広聴室 

県民モニター「第１回アンケート調査」結果概要 

１ 調査概要 

(1) 調査テーマ：「動物愛護に関する意識について」 

(2) 調査対象者：県民モニター 2,075 人 

(3) 調 査 期 間：平成 27年 4月 17 日(金) 

              ～5月 6日(水)[20 日間] 

(4) 調 査 方 法：県ホームページ上のｱﾝｹｰﾄﾌｫｰﾑに入力 

(5) 回 答 者 数： 1,590 人（回答率 76.6％） 

 

 

２ 調査結果の概観 

 

項 目 アンケート結果(主な意見) 結果の考察 

動物に対する

意識 
 

 
好き 
80.4% 

   
嫌い 
11.7% 

区分 割合 

非常に好き 28.5% 

どちらかといえば好き 51.9% 

非常に嫌い 1.4% 

どちらかといえば嫌い 10.3% 

どちらでもない 7.9% 

「非常に好き」、「どちらかといえ

ば好き」を合わせると 80.4%になり、

動物に対して、良い感情を持ってい

る人が多いことがうかがえる。 

自宅における

犬や猫の飼養

経験 

 

飼養経験

あり 
72.8% 

 

 

区分 割合 

飼っている 18.7% 

昔、飼っていたことが
ある 

54.1% 

飼ったことがない 27.2% 

これまでに犬や猫を飼った経験

がある人は 72.8%と高い割合を占め

ているが、現在飼っている人の割合

は２割をきっており、飼ったことが

ないと回答した人の割合を下回っ

ている。 

動物に関する

法規制の認知

度 

 

区分 割合 

狂犬病予防注射を年１回受けさ
せ、市町から交付された注射済票
をつけなければならない 

83.5% 

動物をみだりに捨てたり虐待し
たりしてはならない 

82.7% 

飼い主は、犬が公共の場所で糞を
排泄した場合、その糞をとりのぞ
かなければならない 

75.8% 

犬を取得したときは市町へ登録
を申請し、交付された鑑札をつけ
なければならない 

68.2% 

飼い犬の所有者は、公園等公共の
場所で犬を放してはならない 

67.4% 

鎖等で繋がれていない飼い犬が
いるときは、動物愛護センター等
が捕獲する場合がある 

44.6% 

動物について法律や条例で、どの
ような規制がされているか知ら
ない 

5.0% 

ほとんどの法律等の規制に関す

る項目については、約７割～８割の

人が知っていると回答しており、大

半の人が規制を認知していること

がうかがえる。 

一方、「鎖等で繋がれていない飼

い犬がいるときは、動物愛護センタ

ー等が捕獲する場合がある」につい

てのみ、認知度が５割を切ってお

り、犬を放し飼いしてはならないこ

とについて、今後周知徹底が必要で

ある。 

＜参考－対象者及び回答者属性＞ 

 対象者 回答者 回答率 
総  数 2,075 1,590 76.6% 

性
別 

男 性 1,082 873 80.7% 
女 性 993 717 72.7% 

年
代
別 

10～20代 117 69 59.0% 
30 代 288 176 61.1% 
40 代 433 302 69.7% 
50 代 384 298 77.6% 
60 代 446 395 88.6% 

70 代以上 407 350 86.0% 
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犬や猫を飼う

ことのメリッ

ト 

 

区分 割合 

生活に潤いや安らぎが生まれる 80.2% 

孤独感の解消 43.0% 

子供によい影響がある 42.8% 

防犯に役立つ 34.3% 

友達が増える 17.5% 

特にない 3.0% 

「防犯に役立つ」(34.3%)といっ

た直接的なメリットに比べ、「生活

に潤いや安らぎが生まれる」

(80.2%) や 、「 孤 独 感 の 解 消 」

(43.0%)、「子供によい影響がある」

(42.8%)など、精神的な面でのメリ

ットを感じる人の割合が高くなっ

ている。 

その一方で、「友達が増える」

(17.5%)といったペットを介した新

たな人間関係の構築をメリットと

する割合は低くなっている。 

犬や猫などの

飼養に関する

懸念 

 

 

 

区  分 全体 
動物 

好き 嫌い 
最後まで飼わな
い人がいる 65.8% 67.6% 61.8% 

他人に迷惑をか
ける人がいる 60.5% 59.0% 70.4% 

動物を虐待する
人がいる 

29.6% 33.6% 8.1% 

動物から病気が
うつる可能性が
ある 

15.5% 13.2% 25.8% 

特にない 2.4% 2.1% 4.3% 

「最後まで飼わない人がいる」

(65.8%)の割合が最も高いことか

ら、終生飼養に向けた啓発が必要で

ある。次に、「他人に迷惑をかける

人がいる」(60.5%)の割合が高く、

しつけ教室の開催等、適切な飼い方

について啓発が求められる。 

動物が好きな人のうち「最後まで

飼わない人がいる」ことを懸念する

人の割合が１番高くなっている。ま

た、動物が嫌いな人のうち「他人に

迷惑をかける人がいる」ことを懸念

する人の割合が１番高くなってい

る。 

犬や猫などに

よる迷惑や被

害 

 

区分 割合 

糞を放置された 69.2% 

鳴き声がうるさい 45.8% 

追いかけられたり、咬まれたりし
た 

25.2% 

ゴミを散らかされた 20.3% 

畑や庭を荒らされたり、家や車を
傷つけられたりした 

17.5% 

特にない 12.5% 

「糞の放置」(69.2%)、「鳴き声が

うるさい」(45.8%)、「追いかけられ

たり咬まれたりした」(25.2%)の順

で割合が高くなっている。 

なお、「特にない」と回答した人

が 12.5%となっているので、何らか

の迷惑や被害を受けている人は差

し引き９割弱いることから、飼い方

のマナーや動物との接し方につい

て、学ぶ機会を設けるなど、関係者

による一定の対策は必要とされて

いることがうかがえる。 

犬や猫などの

飼い主責任 

 

 

区分 割合 

正しい飼い方を知る 84.6% 

しつけをする 64.5% 

避妊去勢手術をする 24.3% 

家の中で飼う 7.4% 

迷惑を与えないようにするため

には、「正しい飼い方を知る」

(84.6%)の割合が最も高く、次に「し

つけをする」(64.5%)が高くなって

いる。 

行政のみでなく、民間のしつけ方

教室やペットショップでの購入者

への指導など、適正飼養の普及啓発

に努める必要がある。 
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犬や猫などに

よる迷惑を減

らすための有

効な方法 

 

 

 

 

区  分 全体 
動物 

好き 嫌い 

罰則の強化 
45.5% 44.4% 55.9% 

しつけ教室や講

習会の開催 
41.4% 44.4% 23.1% 

行政による取り

締まりの強化 
30.9% 30.4% 34.4% 

動物愛護教育の

充実 
28.6% 31.1% 15.6% 

ペットを飼うこ
とに対して税負
担を求めるペッ
ト税の導入 

25.7% 22.1% 44.1% 

犬や猫による迷惑を減らすため

に有効な方法として、「罰則の強化」

(45.5%)や「行政による取り締まり

の強化」(30.9%)といった規制を求

める回答が多くなっている。また、

「しつけ教室や講習会の開催」

(41.4%)といった動物との関わり方

について啓発を求める回答も多く

なっている。 

動物が好きな人は、「しつけ教室

等の開催」や「動物愛護教育の充実」

など飼主のマナーや道徳を高める

方法を有効とする割合が高い一方、

動物が嫌いな人は、「罰則の強化」

や「ペット税の導入」などの回答の

割合が高く、直接的な対応を求めて

いると思われる。 

なお、「ペット税の導入」につい

ての回答の割合は、全体の中で、最

も低くなっており、迷惑を減らすた

めの方法としての優先順位は低く

なっている。 

県（行政）が動

物の愛護と管

理について、取

り組むべき施

策 

 

 

区分 割合 

動物の正しい飼い方の普及啓発 76.5% 

動物取扱業者（ペットショップ、
ブリーダー等）への指導 

57.4% 

行政が引取りした犬や猫の譲渡 23.7% 

動物とふれあう機会の提供  8.4% 

行政に求める施策としては、「動

物の正しい飼い方の普及啓発」

(76.5%)の割合が最も高くなってい

る。 

次に「動物取扱業者への指導」

(57.4%)や、「犬や猫の譲渡」(23.7%)

となっており、動物取扱業者や犬・

猫の譲渡事業を通じて、飼い主に対

する正しい飼い方の普及啓発につ

ながるよう取り組む必要がある。 

※ アンケート結果は、本県の動物愛護管理推進計画を展開していくうえで活用する。 

 



３　調査結果

(1) 非常に好き 28.5%

(2)  どちらかといえば好き 51.9%

(3) どちらかといえば嫌い　 10.3%

(4)  非常に嫌い 1.4%

(5)  どちらでもない 7.9%

(1) 飼っている 18.7%

(2)  昔、飼っていたことがある 54.1%

(3)  飼ったことがない 27.2%

(1) 生活に潤いや安らぎが生まれる 80.2%

(2) 子供によい影響がある 42.8%

(3) 防犯に役立つ 34.3%

(4) 友達が増える 17.5%

(5) 孤独感の解消 43.0%

(6) 特にない 3.0%

(7) わからない 3.5%

(8) その他 6.4%

　※「その他」の具体的な内容

３０件

１５件

など １０１件

(1) 68.2%

(2) 83.5%

(3) 67.4%

(4) 44.6%

(5) 82.7%

(6) 75.8%

(7) 5.0%

飼い主は、犬が公共の場所で糞を排
泄した場合、その糞をとりのぞかなけ
ればならない

動物について法律や条例で、どのよう
な規制がされているか知らない

動物をみだりに捨てたり虐待したりして
はならない

Ｑ１　あなたは動物が好きか、嫌いか。

Ｑ４　動物に関する法律や条例に定められている
内容で知っているものどれか。（いくつでも）

犬を取得したときは市町へ登録を申請
し、交付された鑑札をつけなければな
らない

狂犬病予防注射を年１回受けさせ、市
町から交付された注射済票をつけな
ければならない

鎖等で繋がれていない飼い犬がいる
ときは、動物愛護センター等が捕獲す
る場合がある

Ｑ２ あなたは自宅で犬や猫などを飼っているか。

Ｑ３ 犬や猫などを飼うことのメリットは、どのようなこ
とだと思うか。（いくつでも）

飼い犬の所有者は、公園等公共の場
所で犬を放してはならない

・思いやりの心や命の大切さなどを学べる

・散歩など運動をする機会が増える

非常に好き, 

28.5%

どちらかといえ

ば好き, 51.9%

どちらかといえ

ば嫌い , 10.3%

非常に嫌い, 

1.4%

どちらでもない, 

7.9%

80.2%

43.0%

42.8%

34.3%

17.5%

3.0%

3.5%

6.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

生活に潤いや安らぎが生まれる

孤独感の解消

子供によい影響がある

防犯に役立つ

友達が増える

特にない

わからない

その他

飼っている, 

18.7%

昔、飼っていた

ことがある, 

54.1%

飼ったことがな

い, 27.2%

83.5%

82.7%

75.8%

68.2%

67.4%

44.6%

5.0%

0% 50% 100%

狂犬病予防注射を受けさせ市町から交付

された注射済票をつけねばならない

動物をみだりに捨てたり

虐待したりしてはならない

飼い主は犬が公共の場所で糞を排泄した

場合、糞をとりのぞかなければならない

犬を取得したときは市町へ登録を申請し

交付された鑑札をつけなければならない

飼い犬の所有者は、公園等公共の

場所で犬を放してはならない

鎖等で繋がれていない飼い犬は、動物愛

護センター等が捕獲する場合がある

動物について法律や条例で、どのような規

制がされているか知らない
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(1) 最後まで飼わない人がいる 65.8%

(2) 動物を虐待する人がいる 29.6%

(3) 他人に迷惑をかける人がいる 60.5%

(4) 15.5%

(5) 特にない 2.4%

(6) その他 6.5%

　※「その他」の具体的な内容

４１件

１３件

など １０４件

(1) 鳴き声がうるさい 45.8%

(2) 追いかけられたり、咬まれたりした 25.2%

(3) 糞を放置された 69.2%

(4) 17.5%

(5) ゴミを散らかされた 20.3%

(6) 特にない 12.5%

(1) 正しい飼い方を知る 84.6%

(2) 家の中で飼う 7.4%

(3) 避妊去勢手術をする 24.3%

(4) しつけをする 64.5%

(5) わからない 1.1%

(6) その他 4.5%

　※「その他」の具体的な内容

１７件

１１件

１１件

など ７２件

・飼い主自身のマナーの向上

・糞尿の適切な処理

Ｑ７ 犬や猫などが迷惑を与えないようにするには、
飼い主はどのようなことに気をつけるべきか。（２つ
まで)

動物から病気がうつる可能性がある

Ｑ５　犬や猫などを飼うことについて、どのようなこと
が気になるか。（２つまで)

・最後まで責任を持ち世話をすること

畑や庭を荒らされたり、家や車を
傷つけられたりした

・野良猫等にえさをやる人がいる

・糞尿の始末をしない人がいる

Ｑ６ あなたは、犬や猫などによりどのような迷惑や
被害をうけたか。(いくつでも)

65.8%

60.5%

29.6%

15.5%

2.4%

6.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

最後まで飼わない人がいる

他人に迷惑をかける人がいる

動物を虐待する人がいる

動物から病気がうつる可能性がある

特にない

その他

69.2%

45.8%

25.2%

20.3%

17.5%

12.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

糞を放置された

鳴き声がうるさい

追いかけられたり、咬まれたりした

ゴミを散らかされた

畑や庭を荒らされたり、家や車を傷つけ

られたりした

特にない

84.6%

64.5%

24.3%

7.4%

1.1%

4.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

正しい飼い方を知る

しつけをする

避妊去勢手術をする

家の中で飼う

わからない

その他
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(1) 罰則の強化 45.5%

(2) 行政による取り締まりの強化 30.9%

(3) しつけ教室や講習会の開催 41.4%

(4) 動物愛護教育の充実 28.6%

(5) 25.7%

(6) わからない 2.6%

(7) その他 5.3%

　※「その他」の具体的な内容

１９件

６件

など ８４件

(1) 動物の正しい飼い方の普及啓発 76.5%

(2)
57.4%

(3) 行政が引取りした犬や猫の譲渡 23.7%

(4) 物とふれあう機会の提供 8.4%

(5) わからない 2.5%

(6) その他 6.0%

　※「その他」の具体的な内容

２１件

８件

など ９６件

〔問い合わせ先〕企画県民部広報課広聴室　(TEL078-362-3021)

動物取扱業者（ペットショップ、ブ
リーダー等）への指導

Ｑ９ 県（行政）が動物の愛護と管理について、積極
的に取り組むべき施策は何か。(２つまで)

ペットを飼うことに対して税負担を
求めるペット税の導入

・動物登録（免許）制度の導入

・行政による取締・罰則の強化

・動物登録（免許）制度の導入

Ｑ8　飼い主の責任を自覚させ、犬や猫などによる
迷惑を減らすため、有効な方法は何か。（２つまで)

・パンフレット等による啓発活動

45.5%

41.4%

30.9%

28.6%

25.7%

2.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

罰則の強化

しつけ教室や講習会の開催

行政による取り締まりの強化

動物愛護教育の充実

ペットを飼うことに対して税負担

を求めるペット税の導入

わからない

76.5%

57.4%

23.7%

8.4%

2.5%

6.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

動物の正しい飼い方の普及啓発

動物取扱業者（ペットショップ、

ブリーダー等）への指導

行政が引取りした犬や猫の譲渡

物とふれあう機会の提供

わからない

その他
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